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北海道林業植民に闘する研究祷(1)

十勝三股園有林林業績民設定計輩

八谷正義

小槻隆棋
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1. • 圃 (林業植民の新傍想)

一般に林業被民とは，森林内。農耕適地に農民或は林業労働者を入植せしめ，彼等をして

農業経営を行はしめるかたはら，林業努働に従事せしめ，以て林業経替に必要なる勢働力を，

森林内に固定・確ほせんとするものでるると解せられてゐる.

かかる計壷は北海道に於ては明治39年，東京帝大北海道演習林(山部)に於て(林内植民と

稿す)貰施せられたのを始めとし，北k演習林(林内移民と稿す)，北海道地方費林(農耕地と稿

す)，北海道固有林(秘内移民と稿す)に於ても相ヨえいで設定・質施された.現在に於ては，農地

の直劃面積 10，472ha，入植戸数1，935戸(北海道臨調査)に及んでゐる.

林業植民の形態は通常農主林従型，農林娃行型，林主農従型の三に分けられてゐる.農主

林従型は，生活の根擦を農業に沿き，農閑努力を林業に梓用するものをいひ，林主農従型は，

生活の根擦を林業勢働におき，齢制努力を農業或は農耕に時用するものをいふ.農林泣行型は

雨者白紙J宮中聞に位するもので，生活の根強を農業，林業の雨方に平等に置くものでるる.

嶋本研究は日本泉街議興曾及び文務省科拳研究費の援助，補助によるものである.
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北海道It於ける質例を見るに，林主農従型に届ずるものは，その例極めて少し大部分は

他D二者に属するもりでるる. とれらの中には値比事業として成功してゐるものもあり，然ら

歩とも相営の賞者をるげてゐるものも少くないが LかLいづれに於ても植民地の質態を見る

と，農業に主力を傾けるの鈴t，林業経堂に貢献する量は極めて僅少で、るって，中には杢〈林

業と遊離してゐるものも見られる.かくの如きは最密に言ふならl札農業植民と言ふべきであ

って，もはや林業植民と稿するを得ないで、るらう.

しからぼ，誌に謂ふ林業植民とは如何なるものであらうか.単に森林内に人を移植すると

いふととだけで、は，字義の上からは林内植民とか，或は林内診.L~とか言ひ得るでるらうが，必

やしも林業績.L~と稿するととはでき友い.林業植民と言ひ得る場合には，第ーに林業経替と植

民者とがwi接なる関係に立たなければならない.詳言すれば森林と事業と槌民者との間ピ有機

的依存関係がなければたらぬといλのである.即ち森林は事業に依って維持利用せられ，事業

社植民者の労働に依って遂行せられ，杭1亡者の実tRは森林に依って立つといふが如き関係にあ

るといふのである.故にたとへば冬季開林業持働に出役するといふととだけでは，未だ密接な

る闘係があるとは言へゑい.何故ならばかくの如きと tは北海道の農民が一般に行ふととで

あって，之を以て林、)~植民を特徴づげるととは出来ないからでるる.かく言へば論者は反問す

るでるらう.北海道農村に於ては，農家経済は冬季fj日の林業労働i投入に員ふととろ大でるって，

農民も亦林業に依存してゐると.いかにもこれは北海道の農民と北海道の林業との闘係につい

て言へるととで，決して特定の農民主特定の(森林との関係ではない.特定の森林事業に特定の

農村氏が年々出役ずるといふ縁政関係ば事富上生やるけれEも， それは偶とそうなてったのであ

って，雨苦の関係には必然性も運命観もない.彼等は何庵へでも自分の欲する場へ行って勢働

し得るのでるって，特定の森林と運命を共にする関係は存在したい.然るに林業植民の場合に

は，植民者が入植すると同時に， .:tのまJ象たる森林と運命を共にする因縁が結ぼれる.縫って

森林の栄枯と事業の盛衰とは，植民地の興竪を左右するととになる.

第二に，農業植民に於ては一般には農業経営者の植民を意味してゐるやうに，林業植民に

於ても，車に林業労働者の移植・回定に終始すべきでなく，林業経皆者の綴民主も意味するも

のでるる. との営黙の結果として林業植民者は林業努働若くは林業経営を主業とする者であっ

て，その他の事業は従属的にのみ行tふものである，

従う1<:，林業植民に於ては常に農業を伴ってゐるが， とれは林業労働に依る牧入だけでは生

活の維持ができないといふ見透しの下に農業経替を加味したものであって，農業をニ粂替しなけ

れば林業植民ができないといふ本質的のものがあるわけではない.即ちJそとで行はれる林業
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の事業量とその季節的配分関係を十分に考慮して，通年林業努働に従事し得るだけの入を入植

せLめる友らぽ，必やしも農業経営を併せ行ふ必要はない筈でるる.ま?と，交換経済の時代に

於て，世舎の正常なる扶態の下に於ては，食糧を自給するのでなければ林業植民が出来ない筈

もない.斯やうに考へると，林業植民の目的が技能優秀なる林業労働者，或は経費者の確(呆に

あり，之に依って森林の有利なる利用問護と，林業の合理的経替を行はんとするにありとする

友らば，農耕を行ひ，或は農業を経皆するととが，必歩しも林業植民の必境保件で友いととが

明らかでるらう.

以上越ぺ?とととに依って，林業植民?とるの基本的保件は，森林内或は森林附近に林業努働

者又は経費者を回定するとと，及びとれら植民者と林業経替とが密接な関係にあるとと，のこ

つとするととが出来るであらう.

さて，今，林業植民に於ても亦林業経皆者の植民をも意味すると述べたが，之にワいて少

Lく設明を力!Iへなければならない.林業植民に於て林業経皆者の移植を意味するといふのは，

休業植民を一般的に規定する主き，社論上，林業経皆者の移植創設をも含むとの謂である.農

業植民同士て農業樫皆者の移植を考へる如く，林業布眠に於ても林業経普者の移植者三局し得る

告:でるる. 勿論，かかる林業植民メ貨際に行はれる露伴は各種の自条件が備はってゐ友ければな

らぬが，ともかくも理論均には可能2まものでるる. ~ことろでとれ在現賓の問題として考へるに，

斯按IJ林業植民を行ひ得る土地は，いづれ，園有林以外にとれを求め得ぺくもない.

然るに我園閤有林は園自ら林業経営を行ふ建前となって居り，園有林を解放して個人の経

替に移す意芯はない.従って園有林内に林業植民を行ふにしても，一林業経替者を移植創設する

ものではるり得ないのでるる. どとまでも固有林の経営は園が1'1ふものであるとすれば，園有

林内の植民は林業努働者の移植定着といふととになる.然しながら，森林の経営には経皆上必

然的に行はれる各種の事業がある.伐採，運搬，造林，土木等の事業を植民者に槍雷せしめる

ならば，植民者は単なる林業努働者でなく，事業捨富者としての地位にまで引上げ得るのであ

る.林業儀氏者を事業捨嘗者の地位に立たLめるにしても，従来のやうに或る特定の個人が播

営者となり，他の者を使役する形態では，植民者は常に林業努働者の地位に留るととになり，

事業上の利盆はその特定の個人が溺lliするてとになる.依つでかかる形態をとらや，植民者の

結成する圏腫を事業捨営者とし，植民者は国鰹的に事業捨賞者であるを同時に，個人的に林業

努働者である形態をとらしむぺきでるる.即ち，椋民者によって一つの協同組合を組織し，国

有林の事業はとの組合が檎首する.植民者は組合員として事業捨賞より生やる利盆を受けると

同時に，個人として事業に出役した芽員・を受けるととになる.かく‘て初占う℃園有林事業生揚
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営ずる合理的楠民が出来上るのである.

との形態に於ては植民者の生活の安否は，ーに固有料の栄枯泊長に係ってゐるから，植民

者は恰も自己の森林に封ずると同じ誠立を以て固有林の事業に精進ずるでるらう.農民が自己

の農地¢経替に営ると同ビ感情を以て彼等は園有林の控皆に参浦するでbらう.究極に於ては

名目 'I'~ には園有林で t るけれども，貫質刊には彼等白身の森林であると同じととである.閤有

林の官営はとの段階に到達して，、はじめて理想的に行はれるものと信歩るのである.

か:の如き，林業植民の一理想型は従来その賓例に乏ししまた現在の如き林業経営の寛

献を以てしては貰現も困難で、あらう.即ち，森林経替に伴ふ各種事業の季節拘不連績性と，そ

の努働量の季部的不均[釘性とのために，及び計霊前森林施業の賀行困難のために，林業面のみ

にて植民者をと永久に定着せ Lめるととが困難となるのである. しかしながら誼営なる場所に於

て，事業量即ち勢働力所要量を年間平均し，計聾的施業を隠密に質施L，且つ営事者が熱心主主

指導をすれば，必歩しも不可能ではない.

北海道に於ては周国を森林にかとまれ，住民の大部分がその生活を直接，間接に林業勢働

に依存してゐる部落は屡と見られる所・である.即ち自然護生的危林業部落ともいふべきもので

るる.その一例として釧路閤厚岸町上尾悦をるげるとZができる.上尾幌は固有林釧路事業匿

のほぼ中央に位する林間部落で，その周囲はずぺて閤有林である.耕地はほとんど無<，部落

民の過字数は直接， r間援に林業労働により生活してゐるものでるる.上尾幌部落は21年11月

現在b世帯童文は283戸にして，その中林業に直接閥係あるものとしては，林業，労働者85，製茨

勢働者 10，官吏(営林署 7，製材工 7，運批業 23，日傭 24，製材・浩材・製炭・製証業者 7，

鍛冶屋 3，大工 3，計169戸で，総1戸数、の59.3%を占める.共の他は鍛道，通運，教員が大部

分を占占うてゐて，とれらは林業者及ぴJ水産物ぅ~ib るがために附随的に存在するもので，部落の

主韓をなすものではない.

例のごとして天盟閣下川村字}の橋部落の扶況を見るとととする.ーの橋は富御料林奥名

寄事業直及び然別事業匿の境界に位し，その周園を森林によってかとまれた林間部落にして，

上尾幌部落の場合と同様，部落民の過宇は林業にその生活を依存してゐるものでるる.J!Pち，

その世帯数は22年3月現在約230戸にして， 林業使関係ある志のとしては， 御料林関係職員

16，林業労働者 106，製表努働者 14，~主材業者 7，製柾業者 4 (内3は製材を粂ねる)，舟目立，

鍛冶屋，大工等 7，計 154戸i'Gして，約6i%を占める. その他の識業に従事するものにてコい

ては上尾l院の場合と同様の事を言ひ得る. なほ組と稿する浩材業者の勢力は極めて大で，林業

努働者106名中の大部分出組の血下に属するものでJ;る.



(51 ) 

上尾幌，ーの橋雨部落はその照国の森林開震が比較民古く，すでに部落として安定した形

態を示してゐる.共に土地，気候の闘係より農耕は設建せや，・専ら林業により部落が形成され

たものである.(上尾幌には一時小規模念表践があったととがあるが，現在はすでに無い).また

現在の職業的世合構成より見るも，住民の大部分は林業賃勢働者であって，明らかに自然費生

的危林業部落であり，見方によっては林業植民の性格を有してゐるものと言ひ符るてるらう.

雨部落の欣況を概観するに，山聞のー寒村に過ぎtr..いのでるヲて文イヒ的生活などは見るべくも

たい.多年の森林経営に伴ふ莫大な放出資金は部落民の生活を飴Ti向さすτ，却ヲで少数の官行

研伐諸員業者と多数の季節的移動勢働者の手中に闘したものでるる.!Mに詩員業者。莫大なる

中間取得は，彼等が製材工場を新設しつつあるととによっても明白に之を観取するととが出来

る. とれば部落の費生及び形成に閲 Lて何等の計董性なじ自誌に放置したる結果に基くもの

でるる.護生営初より一貫した方針の下に豊かた文化的山村の建設をと目標として指導し部落

民と森林経営とをもっと密接な閥係に結び付け得たならば，部落の形態や部落民の生活は現在

のものとは茜しく異ったものとなったであらう.

、上尾It'晃，←白橋，雨部落の如き林間部落は北海道J)山付地方に屡と見受けるのであって，

かくの如き、部落。存在は，持来の山付林業部落の在り方，或は林業植民の在り方に鈎して有益

なる示唆を興へるものである.

十勝闘上士幌村，十勝三股は省線士幌*Jj~の絡賭に在 Þ ，大零山園立公園地帯Iζ属する標高

約660m e:>地鈷でるる.園千J林音更事業匿に属し，本道屈指D美しい林相~有してゐる.三股

固有林の開設は，比較的最近のととであるが，昭和14年省線が開通して以来，その慌設は，iま速

に進み，現在，十勝三股鐸附近を中心としセ漸弐山聞の部落を形成しつつある.その現欣はー

の橋，上尾幌の如き自然費生的林間部落の初期の形態を示してゐるDで・るワて，之を自然の護

廷に長ナならば，恰も上尾幌及びーの橋の如き部落形態に推移し， ともかくら一躍安定したも

のとなるであらうけれども，その出来上った部落は交化的生活とははるかに速い， そして直接

には固有林の思患を蒙らない貸しい賃銀勢働者の集りκ過ぎ友いものとたるであらう。三股附

近は土地平坦にして，土壊叉肥沃なるため，格l説後農耕地として解放されようとしたとともあ

り，又林業植民が計量されたとともある. しかし友がら同地は標高高きため無霜期間短く，且

寒冷のために尚早な農耕は行ぴ得るとするも，到底農業を鰹替するととは不可能でるる.

かくの如き現況そ示してゐる十勝三位に於て，国有林の粧替を有利且ラ合理化するため，

豊かなる文化的林業部落の形成を目指して，新たなる構憩の下1'[林業植民を設定するととは極

めて意義るるものと信デる.又好簡の場所であると考へられる.
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-新なる構想、の根本的理念は，森林と人とが有核的tc.結びヲいて，その生存を共にするとい

ふやうな組識を作らうとするのである.との~Jl識の下では森林にfJ して人があるのでもなし

また，人間のために森林が存在するのでもなく，揮然一関と伝って雨者が共存するのである.

賞に林人一檀的林業経費を行はんとするのである.

而して，植民者の生計並に事業組織に就ては，森林事業及び林産加エ業を以て植民者の生

計を維持するととを原則としあらゆる事業は植民者の組織する臨膿がとれを行ふととにより，

植民岩自らは努働者であると同時に企業者の地位に立つゃう Kナる.之がため，季節的入穣努

働者を必要としたいやうにすべての事業広種類を再臨置い勢臨量を年間平均せしめ，以て日

常生活を安定せしめる.また高度の技術を有する林業努働者及び事業経替者を養成して，謹

に闇有林経費のための事業は，可能なる限りすべてとの医陪κ行はしめるやうにする.そのほ

か種々なる林産加工業主起し，木材の集約的利用を行はしめる.かくて，園有林の経営は有利

且つ合理的に行はれるに至るであらう.更にまた部落経営に嘗つては，物心爾固に亘り豊かな

る文化的生活を管み得る各種の共同施設を設けるととはIl)論である.是等の多くの施設と漸失

建設せられる林産JJI1工事業とは，自然に増加する部落人口を牧容するに充分てあらう. と⑥計

葺寅施により未だ嘗て見ざる文化的山村が建設せられ，新しい林業経民~~~思想型として，将

来のあるべき社合形態。一模型が出来るであらう.

筆者は上越の如き意闘に基き，北、脳草に於てかくの如き形態を有する林業構民心設定せら

れんととを提唱するものである.訟に一候補地として十勝三股を悲び概略D計霊を樹立したの

である.今，その太要を記述して闘係者諸賢の批判をるふぎたいと思ふ.

11. 十勝三肢の概況 信十重樹立D基礎)

，.三股時木場附涯の概況

イ.位置及び地勢 十勝三股は十勝因河東郡上士幌村の北端を日iめ，省線士幌綿の終結

に位する.北は北勝山，三岡山，石勝山，ユ=石狩岳，音更山，石狩岳等の諸山岳により石狩

岡，北見闘と境し，東はピリベツ岳，西クマネシリ岳等の山々により十勝闘中川郡と，同は天

狗山""ベソツ昂等により十勝上川郡と境ずる.本道中央高地の南東部にあたる.

十勝三股は周国をこれら諸山岳にかとまれたる盆地欣の，山としては王子坦なる地帯であり，

十勝川の支流，音更川の清流が流れてゐる.

R.地質及び土壌 本地帯の本格的地質調査は未だ行はれてゐいので，正確なととは知

り得ないが，上土幌及び、然別沼附近より推察すると，第三紅或はそれ以後の人山噴出物(輝石
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安山岩及び輝石角閃石安山岩)の堆積及び沖積層に属してゐる.口七海道地質調査舎報告第一巻)

土壌は闇値質に宮む板質壌土で，一般に肥沃である.

十時三股圏tl;¥1州各Ci]
t 岳民~ f>~主宇 ifWH邑〉

同OOW

1mno } 

i言 L
会~ -¥ 

[E-y司
--. -./亨華匝界

~.~ l¥株判E卑

メヂ"'" J{， ~2. 

⑨!JR 

寸.~軌道

林 k重

写;i， ~呆

計L」-LL」軒い

E 

，、.気 象 海抜高きためゐ気候は概ね寒冷であるが，下流地帯の糠平，萩ケ岡附近

よりも温和であると言はれる. また議f史的には帯鹿地方よりもむしろ石狩閣に類似してゐると

言はれてゐる.

首地に気象観閲の設備告と怯くため， その正確詳細なる童文値は得られないが，同地に居住す
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る←有志が，昭和19年度より観蹴せる結果を中心として，その概況を示すと次の如くである.

第ー表

第一表によると， 12月より 2月迄は晴天が績き，雨は6，7，10月に多しまた8，j); 10月

は曇天の日が多い.積雪量は約 1mに撞する.

集温は7月末 8月始が最高で， 揖氏20数度 1月宇ばより 2月宇ばまで最低に態L.-，

零下21-22。に及ぶ・一

昭19
20 

5. 5 

5. 15 

第=表 雲解，初雪，根雲"晩霜，早霜の月目

で月日?l b日?l T月日~I
11. 1 

10， 12 
11.11 

11. 3 

6.11 

6. 1 

無霜期間

(日)

60 

97 

2 1 422lMl123.1 :;;i 913l平ふ日
第二表に依ると， 晩霜は6月15日迄， Ipa霜は9月5日頃に来るものと考へてよい. 無霜

期間は約80日に過ぎない.

諸施設 十勝三股部落に於て現に存する施設の主友るものは，帯庚営林署上士

幌事業所 (22年10月より上士幌営林署が新設せられた)闘係，省線十勝三股騨及び青山木工場

闘係の三でるる.

事業所関係としては約 9.ihaの敷地を有する巻立土場，貯木場事務所，倉庫，車庫，修理

工場(未完)，軌道 (8km)，合宿所，物品配給所，理髪館，診療所，郵便局分室，自家護電所，

乾溜釜，掠働者住宅28戸， 屋外運動場等で， その他五ノ樺，三ノ揮に研伐事業所及びそれに

附属する飯場がるる. また本流及び十六ノ揮に，昨年度迄そとで事業を行ってゐたため，事務
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所，飯場等の施設が建ってゐる.

鰐聞係としては，騨，保線区，官会17戸，その他通運の事務所及ぴ住宅6戸があり，木工

場関係は，土場，工場，事務所の他，職工住宅34戸がるる.

部落としての施設には小事校がるる.建坪155坪で皆林苦の補助により建設されてゐる.

最近新制中撃が併置された.共の他神社，焼場がある.また私的のものとしては粗雑友る持働

者の小屋が散在する外，最近宿屋象業の飲食屈が出来た.

ホ.入札職業別世帯数，勢働事情等 現在，人口は約600名にして， 世帯童文は約 135

戸である. (幌加にとの他に 13戸ある).その職業別世帯数を示すと共の如くである.

事業所雇傭人 12戸 (との他濁身者グ約20名あり)

勢 働 者 約60戸 (仙夫，人夫， 日傭，馬夫等)

騨. 17戸

通 運 6戸

木 工 場 34戸

遺材請員業者 約 5戸

数師，理髪，商業，合宿等

勢働者は大部分は林業努働者で，多少は通運の積込作業に出役するものがある.林業労働

については直接事業所に雇傭される場合と，請員業苦に;岳i噂される場合がるるが，事業の大部

分を占める冬季研民事業に於ては殆Eすべてが業者に雇傭されてゐる.労働力最大需要期たる

冬季に於ては約700名(内馬夫120名)に及ぶ努働者を必要とするが，その中約70-100名の三

股定着労働者を除き，他はすべて他地方からの移勤労脱者である.ι をの母村は大部分は上士幌

村(約300名)及び帯漬附近注E十勝圏一帯から入稼するものでるる.道外からの入穣者は秋田

岩手踊犠より約100名の努観者が例年はるばる渡米する.馬夫は清水，芽室，新得附近の者が

最も多い. 第三表農作物牧穫量
(反嘗牧量)

へ.農耕の肱況 三股附近に於て 1町3反の事業所直 一一一ー一二一一一
|牧量

皆耕作地と，約1町の木工場自家耕作地及び若干の労働者自家 作 物干J十五?
耕作地があり，蔵菜，馬鈴薯等主として夏作物を耕作してゐる.

種類は夏作に眼定されるけれEも，収量は割合に大である.と

れは新望後間もないため，.土壌肥沃なた占うと考へられる.しか

し無霜期聞が極めで短いため，農業経費は甚だ危険であって，

只単に自家用の蔵菜，雑設を耕作する範国民止まる.今最近童文

年聞の牧量を居住者より韓税じ?と所によると失の如くである.

薯
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品種は何れも早生，或は極早生である.共の他トマト，キウ)}，ナス，キャベツ，ピート

等，果菜，根菜類は何れも良く生育する.大豆J 小豆， トーキピ等は霜のため取れ歩， ソパ，

カボチヤは危険である.

2. 三股固有林の概況

三股園有林は帯康皆林署管轄，音更事業医，十勝三股貯木場を中心とする森林宣蝦稿する

もので，ととには便宜上，音更事業匡第IV伐採列匿を以てその地域とする.

イ.面積及び蓄積 音更事業医の面積，蓄積を施業案(昭和17年3月)に見ると次の如

くでるる.

第四表 膏更事業匿の面積及び蓄積
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要保安的治林地

国土保安上施業制限地 150.86 

保 海 林 244.04 

属産限定地 3，217.86 

除 地 3，67.7.24 

計 49，525.14 車十 6，875.580 
i関 1，524，529

以上の中第 IVtJ~採列阪のみの童文字をあげると

右の如くでるる.

音更事業匿金障に封ずる割合は，面積約32%，

蓄積約39%を占占うる.

ロ.林 況 音更事業直は弟 I伐採河E互に

施業地面稜予|除地面復| 蓄 稜

(ha) (ha) 世玲

針 2，337.079
10.314.87 I 598.!H ー

| l  湖 190，015

計肌094

大面積の山火跡地，未立木地，散生地が存在する他は会林トドマツ，ェメマツ，アカエゾマツ

を主林木とする針葉樹林でるって，林相は一般に良好である.

第IV伐森河匝は昭和 11年に於ける風害地を除いては林相最も良好で，前記針葉樹並にア

ララギの他作ダケカパ，ナラ，イタヤ及び、ナナカマド等の潤葉樹が僅に混生する.また津沿0..

Kハンノキ， ドロ，ヤナギ等の澗葉樹が多い.林木の生長，材質共に具好で，殊路エグ，アカ

エゾに優良木が多い.一般に揮伐休型をなすも，その間に小面積のヱメマツ大極木の一斉林及

びトドマツ小径木の一貫林ゲ介在する.
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蓄積は一般に豊宮にして，大なるは ha雷 400m3に及ぶ.

林床は-v-サ，スグ，センタイ類，石松類にして，ササは比較的少し稚樹の費生良好にし

て天然更新を行ふととができる.稚樹の扶除歩合は40-26%でるる.

ハ.標準年伐量 今，施業案による標準年伐量を見ると共の如くである.

音更事業直，普通雄業地 32，540.61haの中，造林地，未立木地，散生地，幼齢林地，山火

被害跡地及び快復見込長き林分を除くと 24，明8haとたる.鐸伐喬林作業を行ひ，同観年は20

年であるから，標準年伐面積は弐の如〈算定される.

24，658.12 ha 
一一 、1.232.91ha 
20 

研伐寧は 25.4% 

一施業期に於ける標準揮伐面積及び材積は次の如くである.

捧伐面積| 材

(ba)m3) 

明 5.90 詰
... T7r::.， a9 針第 IV列医 4，751.63
"';II;"u......vu 閤

金事業医
803.743 
53，964 
375，258 
15，164 

匝 域
積 間伐材質

(盟百)

7，677 

一.事業概要 音更事業匿に於ける事業はすべて帯庚皆林署上士幌事業所により行はれ

る.誼林事業は近年杢〈行はれや，事業ほ専ら祈伐と土木に恨られてゐる.営事業匿に於ける

i政撞事業のうち，立木底分は極めて少し大部分は官行研伐によって行はれる.土木は従来道

臨森林土木係に於て直接行ったものと，事業所が行ふものとがある.

上士幌事業所の下に貯木場，官行研民事業所があり， とれが芭接事業の買行にdうたってゐ

る現在は三股貯木場，糠平貯木事，幌加貯水場(新設中)，幌加官行祈伐事業所，シンノスケ

第一，第二官行研伐事業所，幌加森林土木事業所(幌加貯木場新設及びトラック道布設)がるる・a

21年度迄は事業所はシンノスケ第一，第こ，三股，十六ノ津，本流，様子であった.

従来，特に戟時中， '1i斤伐事業は三股を中，むとして行はれたが，漸さえ幌加方面へ下って来て

ゐる.年々約一20-30高i石の素材を生産し?と. 今，昭和2)年度，昭和21年度事業賓行成績を

見ると弐の如くでるる.

第豆表 会事業医並に第IV列麗の事業成績

昭和 20年度

事業種 | 金事業阻 |内第 IV列底分

伐採面稜
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玉曳

軌道搬，出

トラック搬出

滋¥曳

タンエン材料

縫中曳

土木事業

202，808.864 :61 

18，332ο71石 1

22，172.751石

目 85，924.346石

53，097.24 

糠平架橋 50m 

鍛造1技線 100m 

トラック道 5km 

土場機張 4ha 

建築 38.5坪
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‘ 34，290878石

28，640.157石. 
122，092.929石

127，193.678石
間ρ68.318石

191，610.30 石

39，868.458石

11道路百!IJ量設計20km

100m :1軌道 4km

5km 11 トラツ F道 lkm

IJ 

グ

グ 4ha 

38.5坪

誕生産材質とは生産された素材材設である.

IJ 

祈伐事業の経費闘係は共の如くでるる.

39，868.458石

IJ ・ 20km

グ ~km

グ lkm

第六表 金事業直並!こ第rv列匿の祈伐事業経提

昭和 20年度 " 昭和 21年度

経 費 全事業医 i内第IV列区分 会事業医 l内第IV列区分
(国、(周-~~7tÇU!ß.関}

総経費

経費中
勢銀支梯部分

2，845，725.73 
2，360，081.G3 

2，398，038.07 

1，981，623.15 
不詳 11，299，1)67.95 

・d，26J ，000.00 " 
1.981.623 

鴇は推算---~一二子 0.82
2，398，038 11，299，"67 x 0.82 -'" 9，261，000 

ヨたに将来の事業強定を見ると号たの如くである.

第七表 会事業医並lζ第IV列匿の事業態定

昭和 22年度 昭和 23年度
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研伐事業は概ね功程請員の形でこ;三の請員業者により行はれる.

上士幌事業所闘係の職員(雇傭人以上)童文は次の如くである.

技官 2名，雇 15名，事業生 15名，皆林手・捻尺楠功 60名，計ー 92名.

*.所要勢働者数及び鍔働者賃金 素材 100石の生産K要する勢働者の延人数及び素材

10高石に付， 常傭労働者の所妻敷をあげると次の如くでるる. 音更事業匿に於ける粧験教で

ある.

第八表 素材100石生産に要する努働者重量

型事 務
後山事業

(入)

4.35 

11.85 

1.自7

軌道搬出 | 縫，搬 出 | トラック搬出

( 人人入)

トラI)>? 0.83 

7.40 6.60 

1.67 

1002 

4.4弓 0.10 

夫
夫
、
夫

訓

人

馬

計 17.87 8.27 14.48 7.50 

持山事業とは伐木，造材，築材をいふ・

柚夫，人夫，馬夫等わ日傭勢働者以外tc若ヱザの常傭弊働者を必要とするが. 10高石に付て

の所聖教を示すと弐の如くである.

山 山頭3人，採面割及び桧牧員 18人，薪切3人，配給員共他4，5人，

炊婦3人

下(土場)‘検牧員6人，配給員共他3入，薪切1人.炊婦2人

勢働者賃金の平均を示すと共の如くである.但し， 20年，-21年は主として冬季平均賃金を

示すもので，夏季に於てはとれよ担はるかに低かった.賃金騰貴の勢が激しかったためである.

第九表 努働者卒均賃金(人夫1日所得)

7J計合1千百官fJJ-titHI軍事
柏 夫 I 55 I 93 I J70 !3恥叫時、夫 I 40 I 51 I 15n I 180 
道付 35 1 71 1 1 240 11 縫曳 1 250 1 

木 直 39 1 72 1 1 250 11 ト口曳(軌道)1 1 350 1 

玉 曳 1 250 1 442 1 I 800 11 飯場賃 20 1 

4量/立 35 1 67 1 200 1 250 11 馬糧代| ・1 1 2却|

第八表により，昭和20， 昭和21年度に於ける三股貯本場開係(第IV列I頁)の研伐事業。

労働者延人教を算出すると失の如くである.
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(第IV3司IJL![)研伐事業所要努働者延入量投第十表

昭和 21年度

柚 夫 8，003人(183，988石=ツキf 4，629人 (106，411右ユツキ)
山
人 夫 20，770人 (175，271石ニツギ) 15，073人 (127，193石ニツギ)

事
， 

島 夫 2，027人{ 1/ 2，898入、( 1/ 

. 正

業
計 31，700人 22，600人

軌搬道出

人 夫 1，210人 (18，332 ::6ニヅキ) 4，222人 (63，968石=ツキ)

馬 失 306人( 1/ 1，068人( 1/ 

1ft 1，516人{ F 
11 
5，290人( .， 

入 夫 8，610人 (85，924石ユツキ) 伸23，194人 (1191，.68610石中 ) 
府首

議 39，868石ュツキ

搬 馬 失 3，831人( p 10，324人( .， 
出

計 12，441人{ " 33，518人( 1/ 

柚 夫 8，003人 4，629人

人 夫 30，590人 42，489人
計
高 夫 7，064人 14，290ん

合 計 45，657入 f 61，408人. 

11 

昭和 20年度勢務底分

持禄中曳を含む.

研伐事業所要常傭勢働者人頭数 (第IV列匝)

i・ 昭和問度 l 昭和日皮

( 人人)

I(鐙材材積玉曳材稜の平均 179，6201i='Y'l') (建材材碕玉曳材稜刀平均 116，SS2石=ツキ)
山頭 5.2 、日

採面割及検Jjt員 1. 32.3 21.0 

薪切 5.2

配給員其他 l ‘ 8.1 

禁|炊婦 52 お

|小針 56.0 … 
(軌道搬向日一)li--735A雨キ7

17.7 

小計 l
← 7一一一一 一一一一一 一一一一「

合 計|

『¥

ヨたに常傭持働者の所要人頭数を算出すると主主の如〈でるる.

第十ー表・

検Jjfc 員

関E給員其他

薪、切

炊締

努務底分

事

下
(
土
場
関
係
)

山

35.5 12.5 

72.3 68.5 
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ヒ参考〕 今，第九表，第十表土り 20年度， 21 

年度に於rて第IV列匡関係研伐事業に於て， 持働賃金

として仕掛はれたる告の金額を概算Lて見ると次の如

くなるよ

“ |昭和20年度liIN和2]年度第務 11，I1=l'1"J.I_v -r1.x..1 

l (開画)

柚夫 440，165I 430，497 
入夫 I1，131仰 I3，018，ω 
J馬夫 I1，766，000 I 6，380，485 

a とれを第六表に示ナ所と較ぺると，
計 lゑ338，側|間滞17

20年度 1，981，823岡，・ 21年度 9，266，000函l

で雨年度共，賓際支梯はれたる金額上 pも過大となる. とれば第九表に示す平均賃金が主とし

て冬季事業を標準としたためで，夏季に於てはこれよりはるかに低い賃金で事業が行はれたと

とを示してゐる. 特に20年度に於ては格戦の前後を通巳て賃金相場I'L激嬰がるったため，上

記の如き極端な開きを示してゐるのである.時間の経過と共に賃金は騰貴しつ Lあるが，各時

期に於ける事業量及び賃金相場が明ら1，，1Jlでないので，上記の童文字を一致させるととはできな

い.

III. 計書の内容

本計董の内容は，三分して植R地の設定 (2)，植民者圏韓0設立 (3，'4， 5)及び部落計壷(め

となる.

1.根本方針

本計董樹立の根本方針を要約ナると弐の如くである.

1. 農業経替を加味せざる植民とする.即ち林業及び林産加工を以て，その生計の基盤た

らしめるやうにする.

2. 入稼労働者を必要としないやうに，、また，入植者を過多ならしめぬゃう，将来の草業

量より植民者戸数を決定する.

3. 植民者の生業は，園有林経営のため閣の行式事業iζ従事するととを本障とじ，収穫.-

浩林，保護，土木等，林業労働のすペてにわたる志のとする.

も 4. 植民地D人口が増加'L.労働力に過剰が生十るやうになれば，朴産加工，副産物採取ー

利用等を行ひ，また，林産物の販買事業をもなすやうにする.

5. !Mi来，固有林経替に伴ふ事業の中断するととのないやうに，厳格なる保積施業を寅施

する.

6. 勢働量の季節的偏在を年間j平均し，一年中働く世事のあるやうにナる.

7.協同組合の性格を有する植民者の国韓を作り，園有林軽替のた占うの事業，林産加工等
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は?ぺてその圏慢の事業として行ふ.

8. 成立せる植民部落は車なる利益世曾にあら歩，精神的結合の輩聞なる共同枇曾たらL

人める.

9. 部落民をして文化的生活を普ましめるため，可能たるるらゆる施設を行ひ，三股をし

て安居紫業の地たらしめる.

2. 入植戸敷及び戸嘗函積

入植戸数は，将来の事業量よりとれを決定しなければたらたい. 乏の場合，戸数が少をに

過ぎるときは，まとまった部落として文化的生活を行ふととが困難でるると共に，季節的に多一

教の入穣勢働者を必要とし，本植民設定の本来の趣旨を達成するととが出来たい.また戸数が

過大となるときは，事業量の不足より続民者の生活を不安定ならしめて，健全なる部落の護控

除望まれないのみなら守，全く失敗に絡る危険がある.故に木材の加工事業，副産物採取利用

事業及び製品販買事業主主どは，人口の自然増加及び構民者圏慢の経憤的賓力の充寅を侠9 て漸

次行ふものとする.

闘有林経替のための事業の大部分~占める研伐事業に，入植戸数決定の基礎を置〈ととと

する.何とたれほ遺十本及び土木事業は本圃有林に於てはその事業量も比較的少し加ふるに，

将来永績的に賞行し得る事業量及びそれに要する勢働者数を正確に知るを得ないからでるる.

今，.蝦りに第IVfG直を植民者。稼動範固として算定を試みる.第IV列匿に於て永績的計

聾施業を行ふ場合の祈伐量はヨたの如く算定せられる.

昭和17年3月の施業案検訂によると，第IV列直¢普通施業地面積は 10，314.87ha，蓄積

は 2，527ρ94m3 となってゐる (IIの2，イ参某).職時中，音更事業直に於ける研伐は殆ど第IV

列~tL於て行はれ， かっ，研伐材積は事業医金蝿の標準年伐量を超えてゐた. 即ち，蓮年相

100，000 m' (約40高石)以生の伐採が三股に於て行はれた故に現蓄積は昭和17年営時よ t，

はるかに少いととは明らかでるる.伐採跡地の如きも揮伐とは名のみで，皆伐に近い依態を呈

してゐる所も少くない. しかし正確なる薮在蓄積は不明でるるので，ととでは昭和17年。

数宇佐採用するとととする.今，連年生長率を1.5%(北海道tL.於ける天然林の平均と・見たす)

とすると，第IV列匿に於ける連年生長量は 37，906"!J.'となる.との生長量は，蓄積が17年常

時よりも少いと思はれる現在に於ては，過大であると考へιれるが，今後，集約・趨Eなる保
護撫育作業により，蓄積を挟復するととも決して困難ではないと思はれるので，一腹との数字

によって論を進めて見ょう.

生長量のみを毎年伐採するならば，蓄積に喰込むととなし永、久K事業を績けるととが同
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来るわけでるるから， 標準年伐量はー臆 37，906m3 (143，662石)と決定して差支なきものと考

へる.因に昭和 17年3月。施業案検言]による標準年伐量は 39，092m3 (11の2，ハ参照). 21年

3月の績伐案によると年伐量は 39，248m3である.

即ち，毎年約140，000石の立木を伐採するとととなるのでるる.140，000:{'1の資材より生産

8れる素材はその6割と見ると 84，000石となる.

造材歩止りを 60%とした線操 三股に於ける迂i材歩止りを 20年， 21年度の賓績に見る

と失D如〈でるる(第五表参照).

20年度は 生産された議材ー 183，塑里一応9
資材 328，942 100 

21年度は
生産された素佐一 106，411 59 
資材 178点打 100 

共に 84，仰O行の素材をと生産するに要する嬰働者延人教をと，第八支により算出すると第十二

去の如くなる.但し伐採した素材は周年度内tz:集材，運搬され，騨土場迄搬出されるものと

する.また，軌道による搬出は迭材材積D九分として計算し，且つ，とのための中曳はないも

のとする.

延人数は 24，568人となるが，今柚夫及び、人夫が1箇月初日間，局夫が1箇月 15日間稼働

ずるものとすると，所要勢働者人頭童文は弐の如くで

ある.

20 x 12 = 240日
15 x 12 = 180日

3，654 -+ 240 = 15.2人

16，934 -+ 240 = 70.5人
3，975 -+ 180 = 22.0人

計 107.7人

柚夫及て芦人夫の
稼働日数

馬番の稼働日勤

紬夫人頭数

人夫人頭数

馬夫人頭数

以上の他，常傭労働者童文は 11，2，ホ.により弐

の如C算定される.

山事業 山頭

，採商割及検牧員

薪切

配給員共他

炊婦

3 x 0.84 = 2.5人ー

18 x 0.84 = 15.1人

3 x 0.84 = 2.5人
4.5 x 0.84 = 3.8人

3"， 0.84 = 2.5人

計 26~4 人

第+=表素材84，000石生産Iニ
要する勢働者延人数

!U 1 :fllJ夫 4.35x 840 "" 3，654人

l人夫 I11.β85 x 84ω0"" 9丸，954人

Z事募 j ~I馬馬 夫1.心.G7x 8“4ω0口 1，40ω3人
|戸工干「一寸而ふ可
軌|入夫 6.6x 42ω0"" 2町，77均2人

書第草 I J馬馬 夫 1.必67x 42却0"" 7刊02人

出 l互互互]l十一一一一寸3
捻|人 夫 I1却0ω.0凶2x4捌20= 4，初抑9人
搬 1.馬路夫 44必6x 42却0= 1戸，874入

守玉干司一-1-一一?ナ一}干江: 
1柚夫! き6il4人

人夫 16，935入

計(馬夫 3，979人

24，568人
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下(貯木場開係)

以上を総計すると

検牧員

配給員共地

薪切

炊婦、

6 x 0.84 = 5.0人

3 x 0.84 = 2.5人

1 x 0.84 = 0)3入

2 x 0.84 = 1.7人

計 10人

107.7人+26.4人+10人=」記ムー

即ち 84，000石の素材を生産ナるに，約 144人の労働者が年中固定して勢働するととが必要

とたる. ャ 、

以土の外，研伐事業に必要な業務を行ふものとして鍛冶屋，暗織師，大工等があり， とれ

に若干の匙林保護事業，土木事業に必要とされる弊働者忽 Eを考慮するならば，閤有ヰ材豆替の

みに，少くとも 150名を超える努働者が同定されるととが必要でるらう.

上速の如き基礎により，本植民計霊に於ては入植戸数告と 150戸と決定ナる.

ヨたに 1戸営りの貸附面杭でるるが， さきに述べたやうに，三股附近に於ては農業主と経費す

るととが困難であり，且つ，屡述したやうに 1戸宮りの農耕地を大きくするととは，従来の

林業槌民の例が示す1mく，必十しも林業植民の趣旨を達成する注ではない. 3町乃至5問の農 2

耕地を有する多くの林業植民に於ては， その賢情は完全な農民か，或は農民としても林業勢働

者としても中途半端な存在となってゐる例が多い.

まtr，現在の如き食糧不足ρ-){}¥態は，明らかに例外の事態で、るって，永久的のもりではた

い.るらゆる産業事情が千常に復し，世界の経済秩序が落着いた場合には，生産力劣悪なる土
y 

地の農業は，他との競争に耐へるととは出来ない. また産業立地上，或は周土計童上からも比

較的千坦なる場所・だからといって，之をすべて一律に農地にするととは決して望ましいととで

はない.却って後日にl註を残す結果となるととも考へられる.

以上の如き見地から 1戸営りの農耕地は自家用蔵菜を自給せしめる程度に止めるを趨首

と考¥る.長[Jち婦女子の片手聞に行へるものとし林業労働に出投ずる一家の主人に何等の責

措とならないととを要するので、あって，住宅敷地を含めて1)う至2反で十分なものと考へる.

但しJ馬の所有者のために，牧草地， !馬糧栽培地を別迭に若干興へるとととする.友ほ今後数年，

間は積くと考へなければならたい現下f食糧不足に封ずる不安を少くして，安んじて林業持働

に出役できる‘やうにするため，附近の皆伐跡地その他δ所に造林を行ふ迄の期間，耕作を行は

じめるとととする. 今 1戸賞りの而積を 1反とし， !馬が20顧に封し 1頭営!J2反とするなら

ば，入級者会腫のために約19町歩。面積があれば足り 1戸営りの面積を 2反としても 34町

歩の面積で見りる.
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とれも従来。園有林林業純民の標準面積3町を輿へるものとすれば，同一面積に約6-

11戸を入植せしめ得るに過ぎタ， ま?と， 3町を興へて 150戸入植せしめるとナると， 450町歩

に及ぶ農耕地を開撃したければならない.

3. 植民者圏瞳(醤林組合と億稽)の性格

植民者の圏韓として協同組合(茸林組合と似稿ナ)を作れ るらゆる事業、をとむ組合によ

って行はんとするのでるるが，今，皆林組合のとるぺき形態を論やるに先立ち，所謂協同車Ilii告

とは如何なるものであるかを考察しなければならお:い.

協同組合の本質に闘しては，従来撃者によってそ必見解は直々であって，一定してゐ友い

が，概ね女DT.日くいふととができょう，

協同組合は，中産jう至無産階紋の人々が協同しもその産業叉は経情。設速を困るために

組織する自由在る結合韓でるる.従って協同組合に加入する者は賃しき経済主髄，即ち手エ業

者，小商人，農民，掛働者:官吏等であって，富裕なる階級D参加は政て担否しないが，協同

組合の本旨ではない.組合の本質的性絡は組合員の人格的結合でるる貼に存してゐる.即ち株

式合祉の如き管制的資本圏瞳で、はなく，人的国間である.勿論，組合といへEも資本なくして

事業目的を達するととは出うぶないから，資本を必要とするけれEも， そD資本:は多数組合員。
亀

小額出資tとより構江主されるものである.然し組合活動の本*の任詰は皆利圏障の如く，段大利

i問の獲得ではなく，むしろ，組合員の生活及び経済の改善を期するものでるる. また，組合は

人々の自由なる結合である元組丈に，加入及び耽退は自由であり，その内部闘係については千等

翻に立って，出資額iCかかはら十一人ー裂の千等なる議決櫨を認める.

要するに，協同組合は互助共同の精紳に基いて，貧しき人々の福祉を増進せんとするもの

でdうる.

従*，協同組合運動と稿される一つの枇曾運動があった.、之は資本主義及び個人主義と抗

争しつつ，積極的c自由と協同とりijit舎を貰現せんとする運動であるが，所謂此曾主義運動と

は長るものである.祉会主義運動の代表的なものとされてゐる，所謂科事的jft士舎主義，即ちマ

lto 、グス hl曾主義に於ては階r観闘争，無産者í~ 裁，佐倉革命によって， その理想、とする祉曾主義

の枇舎をと寅現ぜんとするものでるるが，協同組合運動は相互扶助の精神をと強調し，組合員D圏

結によワて，その理想を賞現ぜんとするものでるる. また，所謂努[政組合運動とも直別される

ものでbる.第働組合は明らかに階級機調であるが，協同組合は何人もとれに参加し得るもの

であって階級性を有しゑい.

協同組合の形態は基準をどとに置くかによって，いろいろに分類され得るけれども，普通
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には信用組合，生産組合，消費組合の三I'l:~介されてゐる.

I. 信用組合

信用組合は，単簡では信用詑力を扶く人kに習して費金融通の途を聞き，且つ，それらの

人達に貯蓄を教ふるととを任務とする相互扶助的金融機関である.即ち組合員上り集めた資金

を相互的に運用七て，組合員協同心利益担割らうとするものでるる.信用組合に於ては貯蓄よ

りも， 'irしろ貸付に重きを置ぐもので， その貸付は組合員に限られ，而かも封入信用であって，

無捨保ごあるととを原則とする.信用組合は非営利(l'~全撤機閣であって，利益配営を目的とす

るものではないので，なるぐく便利，而も低利に貸付け，組合員の利径を闘るのが常である.

ii. 生産組合

生産組合には二種D~別が認められる.即ち，ーは組合員たる手工業者叉は農民が摘立し

て自己の粧管。生産を行ひながら， その経営の-;i誌を他の組合員と共同して行ひ，以て大企業

に封抗ぜんとするものである. ~冨逸に於ける ProductÎonsgenossenschaft がそれである.他はfJl

合員たる手工業者或は持働者が，持{助と資本とを提供して共同計算に於て，生産から販費まで

行ふ組合である Productivgenossenschaftがそれである. 一般に前者に属する組合が多く，原

料購買組合，施設利用組合，販買組合等ぷとれに属する.後者は協同組合の陪史に於て最も古

<.巌密注意味に於て生産組合と稿し得るものはど粍で②る. との生産組合は，組合員の生産

毒事棋を助成す:るものではなくして，組合自陣濁立の生市主障とたるもむである. ととに於ては

勢働者と資本家の分離が見られ主主い. と言っても前資本主義的ひものではなく，かへって，資

本主義D扶陥を克服せんとするも Cである.経費に従事する努働者は同時に企業者でる t，従

って必要主主資本を提供し，ま?と生産の危険を員携する.

勢働者の組織する生産組合に於ては，その経替する事業に組合員の全部が， しかも組合員

のみが従業するといふととが特質とされる.然らざる場合には労働と資本との分離が行は.れて

普通の企業と何等費りがたくなるであらう.

かくの如き勢働者。生産組合は，勢i動と資本のーままによる資本主義の克級・改善として多

くの人達により主張され，非常に期待された蓮動でるった. しかし，とれらの運動は殆E失敗

に格ってゐる. その原因は組合の本質よりi民生するものであってt ;たの三思に要約するととが

できる.

1. 大資本にまJ抗するに足る充分た資、力を有しなかった.

2. 組合員たる労働者はiff料購入，生産物販買に充分なる才能を有しなかった.

、3. 組合員。総てがとの経営の指揮に参興するため，秩序を椎侍するととが困難で必った.
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iii.消費組合

泊費組合は定の泊費材を購入して，とれを組合員たる消費者に分配し，利潤を排除し

て，組合員の消費者としての利益を上脅迫するためι任意的組合で~る.泊費組合の目白tは組合

員の泊費経済の蛮建であり，その指揮は組合員全瞳にようてたされる・ 0費組合は現金支携と

市債販賓とを貰行し，そ白利益金は組合員¢購買高I'LJ.!!¥じて組合員に返還される. また，自給

生産を行ひ，その生産物を販買する場合がある. との消費組合の蛮建は資本主義の利i悶迫求原

理を排除して，利潤迫求の行はれない粧怖を成立し得るものとして期待され，ーの新しい駐舎

を作るととに上って，奮き枇舎を克服しようとするものでるるとされた. しかLながら，との

組合の護建も亦前記勢働者の生産組合と同じく，そむ本質よりi辰生する困難がある.即ち，資

本の不~により活動の領域を蹟大 L得ないとと，及び組合D秩序を維持するととが困難守るる

ととのこである.

以上，協同組合。本質と形態につき，略述Lたのであるが， ととに設立せんとする所の鋒

林組合も，その本質を上記の如ぎ協同組合に求めなければならない.即ち，相互扶助の精神に

基き，協同の力によって，営利の埠4えのみを目的としない.且つ，階級闘争なき，新しき共同

枇禽を賞現せんとするものでるる.

営林組合のとるべき形態を見るならば，持働者。生産組合 Productivgenossenschaftをその

中心的なものと友すべきでるらう.園有林経替事業，その他林産加工事業を組合の企業として

行CJ..，組合員はずぺて労働者としてその事業に従事L，且つ，その企業利益の配首を受ける.

かくて組合員は患なる賃銀労働者にaうらや，同時に企業者となるのである.従来の如き詰員業

者。中間H得を排除し，その利得を配分するととが主眼となる.

ノさきに，従来，生産組合が設建し得なかてコた原因として三箇僚をるげたが， これら¢諸鮪

は，主主に所調営林組合についても充てはまる事柄でるる.然らほとれら句訣陥を如向にして除

去するか，第一は，事業資金の問題である.之に封しては苫林営局の絶大なる援助を期待1な

ければならぬ.もともと組合員は無産者であるから，事業資金むある筈はたい.所得の一部生貯

蓄して漸共資金を形成して行くのでるるが，組合結成。首初に於ては無資本でるる.所得の源

泉は自己v布する労働力Dみでるる.乏のM態から出鼓して事業を行はうとナるのであるから，

営林首局がとれを援けて，事業の出来るやうにあらゆる便宜を闘ってやるるでなければ組合は

立ちゆかぬ.即ち，組合が経済的買力を有つまでの暫λ措置として，事業に必要な資材は能ふ

限U官給と L，組合員は自己の有する勢働力。みを出資して事業を行ひ得るくらゐに矯てやる

ことが必要である.また，組合が護足するについては創業費を要する他，常務的経費も必要で
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ある.之は組合員に出資の能力が出来るまでは借入金による他はない. その他若干の資余を蓄

積し得た暁に於ても事業を蹟張し，または改善ナるた必には，より大なる資金を要するから，

之も一時借入金でtって行かなければならぬ.

斯やうな{背入金の誠遇を受けるには，金融機関に劃する信用が怠ければならないから，之

に樹し，営林賞局が或る種の保理をしてやることも要請せられる.例へは組合に一括して支梯

ふ勢銀の一部を，金闘機関のために留保するととの了解を輿へる如きでるる.

斯やうに，営林営局があらゆる助力を輿へるととによって，資金の問題は解決し得るであ

らう.

第二は，経営的才能の訣如に闘する問題でるる.組合経営の局に常る理事者にその人を得

なければ組合が存立して行けないととは言ふまでもない.一般に，利l夫とか，馬夫とかの努働

者にはその能力がなMから，斯やうな人々だけで組合を組織しでも誼常な王里事者を得るととが

できない.さらほと言って，組合員外から選任するととは組合の性質上なるぺく之を避けたい.

そとで望むらくは本植民事業に理解を有し， 自ら進んで、その一員となり，植民部高の建設とそ

の経管の任に営らうとする有能な人が居てほしいのである.例へば管林局又は皆林苦の職員。

内，かかる有志の人が4うれば~r~ひでるる. 1民りにかかる人が居なくても，杭民者を努働者のみ

に限らや，民〈雇員・傭人，更に叉技官・事務官の範固にまで損げるととにより，汎〈人材を

求めるととがIH来るであらう.不幸にして首初，植民者の*に遁首なる現事者を求めるととが

出来ね場合は，皆林局署の職員をして，柿民に闘する公務の一部として営林組合の事務をとら

しめるととも出来るでbらう. との商に於ても営林営民の助力が要望せられる.

第三は，組合の機構と運営に閲する問題でるる.組合の内部機構(機羽並に役員:は通常の

例に倣ふ.ただその運営はf分民主tもに行はれなければなら山が，徒らに合議主義に陥るべき

ではない.理事者と組合員と協同の桔制1に徹して事を運ばねば左らぬ. とのためには矢張り趨

嘗ゑる理事者を得るととが要件である.

之を要するに組合め成るか，成らぬかは資金る理事手f(指導者)止に係ってゐるので、あっtて，

とれは何れも，替林常局の支援なくしては達せられないととでるる.

以上越ぺたととろに依って明らかなやうに，替林組合の枢軸となるものは生売組合でるる

が，同時に消費組合及び信用組合も亦，之と並んで設置されなければならない. されば，皆林

組合は生産組合，消費組合，信用組合を同時に併有する材業掠働者の協同組合でるるといふと

とになる.

林業に関するかくの如主協同組合は，現在法制としては認められてゐない.森林組合は森
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林所有者の組織する組合で1l>~ ~林産組合は主として林産業者に依って作られる組合である.

勿論，商工協同組合，農業協同組合の範障に入るべきものでも友い.出来得れほ本組合の如き

協同組合の法制化が望ましいのであるが，現在の所は致し方がたい.産業組合法が瞥林組合の

如き場合に趨用を詐されるとする左らば，産業組合法によって組合生設立するととが安営でる

る. しかL，とのためには産産業組合法を}部改疋ナる必要があらう.

しからば替林組合は，法制上は一般の祉国法人か，或は民法上の組合契約の形をとらざる

を得ない. 枇圏法人に開Lては民法第33僚以下に規定されてゐる. 前士圏法人とは，人を以て

園開構成の要素とするものであって， それ自身権利義務の主腫として認められてゐるもりであ

る.世圏法人はー般に営利を目的とするものと，公主主を目的とするものとに分けられる.営林

組合がとの形をとるな色ばj勿論営利を目的とするものとなるのであるがj所謂商事合祉では

なく民事合此(嶺行震以外の営利行需をなすを目的とする世圏法人)に似た性質のものとなる.

との形をとる場合には，封外的には民法上の契約による組合よりも，強力なるものとなるけれ

ども，特別法による場合のやうに色々の特典が認められや，且つ，組合員の濁立牲が弱くなり，

貧しき経済主睦の協同的結合障として誼首なるものではない.

民法上の契約に上る組合は，民法第667僚以下に規定されてゐる.即ち，との組合は数人

が共同の事業を脅むために，互に協力するととを約するととによって成立するものであって，

協力の仕方は出資である. との出資は持臨の提g¥'，その{也財産的憤値のるるものたちば，何で

も良いととになってゐる. との組合は組合員の個性が極めて強(，法人格を有しない，とのた

め，各組合員が業務執行の懐利義務を右ナる.若し，組合が外部に向って法律行局を Lょうと

する時には，組合員全腫が共同して話すか，叉はその中の数人が他の組合員五と代理してなさな

ければたらない.ま'tc.， 組合の財産は組組合員の共有であり，債務も亦名組合員の債務とたる，

替林組合がとの契約組合の形をとるとすると法人格がなきため，組合の運皆上種々の不利を生

t，組合が弱鴎化されるととは止むを得ない.

骨林組合ぽゴモの本質及び形態は，とれを協同組合に求めたのでるるが，形式上は以上の如

くilit国法人，或は民法上の契約による組合としなければなち友いとすれば，何れの形を取って

も種々の不都合が生じて来る. これに到しては，組合の連事告に於てその扶陥をと楠ふ以外に方法

はない.かかる組合を貫現するには，特に，替林局官の積極的な援助がなければ到底出来るも

のではない.

倍林組合は，生産組合，消費組合及び信用組合の他に， もう一つの形態を併有せしめる必

要がある.それは植民者の住宅を建設するための住定組合である.位宅組合は組合員に住宅を
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供給するを目的とナるもので，大正 10年法律第66按，住宅組合法に基いて設立される.組合

員の出資により，且つ低利資金の融通を受けて位宅を建設し，之を組合員に交付して使用せし

め，月蹴その他の方法で出資額の残額を支胡jはしめ，債務完了の時に所有権を賦興するもので

るる.地方費又は市町村は性宅組合に封して，住毛資金を貸付するととが出来る.菜園或は地

方公共圏瞳の所有に属する土地を買渡し，又は貸付するととが出来る.

椋局者をその土地に安定せしめるためにはp 生活の本撮たる住宅を輿へるととが最も大切

でるる. しかもとの住宅は生活を柴しむに足る如き快趨なものでたくてはならぬ.かかる位宅

は乙れを越に建設するととは困難であるけれEも，植民者の経済が許ナやうになれば，出来る

だけ速かに，各人に書IJ常てられたF

なければならね. そのためには是非とも位宅組合を作って低利の資金を利用する必要がある.

4. 組合の行ふ事業

イ 事業の種類 皆林組合の行ふ事業は園有林経'替のための事業を，組合の計算に於て

詰員ふととを主たる業務とする.そればかbで訟く組合員の増加(人口の自然増加を加へて)及

び組合の質力の充賞を侠って，漸弐木材加工事業，副産物採取及び利用事業等を創めて，過剰

持カの泊化と，経済の向上を闘らねばならぬ.将来は立木庭分を受けて素材並に製材の生産

はもとより，可能なるらゆる製造加工事業をも行ふようにする.

固有林経営のための事業は大別して，研伐事業，造林保護事業及び土木事業D三とするこ

とが出来る.更に研伐事業は，伐木，造材，集材，蓮材，土場巻立等に分け得るでるらう.

木材の加工事業としては，製材を主として共の他，製柾，木材乾溜，家具製造等がさしあ

たり考へられる. (廃材利用による簡易ソ{グバルフ・が考へられるが， 底液の底理が問題とな

る.また，タンエンエキスの製謹には減匪の装置を必要とするため，設備がえとな t，原料が

不足して適営ではない).副産物採取及び利用事業としては，タン=予原料の採集(エゾ，アカ

エゾの樹皮より)，樹脂の採集，キノコ類の採取及び栽培・加工を初め，瀧木，木嬬，サルノコ

シカケ等を利用する手工業(主として装飾品，土産品)をも考へるととができる.特にキノコ類

の探取以下の諸事業は，姉T:.;f.とMtt.も容易に従事するととを得るので.家族持働力の利用とし

て特に盛に行はる〆くきである.以上の他，三股は大零山圏立公園地帯に属するから，観光客，

登山家の案内なども事業のーっとしてるげられる.

ロ事業量 上誌の如き種々の事業が行はれるのであるが，とれらの中，量に於て大

部分を占める事業，実即ち，主要事業は研伐事業と製材事業である.園有林経営のための事業の

中，埠林事業は本事業瓦が揮伐作業を行ってゐるため，人エ造林事業は殆どない.僅に風害跡
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地，皆伐跡t臨及び戦時中の准f宅地等に於て，若手h高裁治t行はれるのみである.事業量として連

年的に多量を望み得ない.勿論，揮伐作業と離も，伐採するのみで，その跡地を担置するわげ

ではないけれEも，皆伐地の遺林の如く大量の勢働を要しない.

森林保護については特に防火に注意する必要がある.従って，山火巡視を始め，種々の保

護事業は更に行はるぺきである.特来，との固有林が開設せられ，且つ，大雲山間立公民が大

衆に利用せられるに至れば，保護事業は益と増加するであらう

土木事業は，その量を毎年筏v;r一定するととは困難でるるが，森林開獲の進むにつれて，

軌道，林道，特にトラック遣の開設ば促進せられねばならぬから，よとのための事業は嘗分櫨横ー

するであらう.また既設道路の維持も延長の殖えるに従って事業量が多くなるから，とのため

にも勢働を要する筈である.

何と言っても，研伐事業が園布林経営のための事業の大部分でるり，皆林組合の行ふ事業

の主要なるものになる.三股に於ける既往の祈伐事業量，及び今明年度の事業態定にづいては，

!I， 2，ホ第五表及CJ第七表に於て若干述ぺ?とのであるが.ととで問題となるのは，永績的危計

壷施業を行ふ場合の事業量である. とれに閥しては III，2.入植F1j設の決定の所に於て述ぺ?と

如く，標準年伐量を 37，906:rp.3 (143，662石)と推定したのでるる.即ち毎年約 140，000石の立木

を伐採しして約84，000石の素材を生産するものとする.

木材加工事業及び副産阪採取利用事業等については， その量を今ととにE確に算出すると

とは困難でるるが，とれらの中，大なる割合を占めるものは製材事業でるる.また将来，組合

事業の護展するに従ひ，製品の販賀事業も業務の大なる部分となるであらう.

ハ事業の季節的配分 本道に於ける森林経費事業の施行季節を見ると，研伐事業ば冬

季積雪期に於て行はれ，趨林事業及び土木事業は夏季に於て行はれた.故に季節により作業の

種類が全く異り，従ってまた，とれに従事する人も異らざるを得なかった.をた，事業量につ

いて見ても，本来揮伐作業を主とし，且Lつ，比較的粗放たる鰹替を行ふために，冬季折伐事業

が他の事業に較ぺて堅倒的に多量である. とのため冬季は農村からの出稼労働者が一時に入山

し多くの勢働者が従業ずるけれども，夏季になると持働者の童文が越に減少するのを常とする.

三股に於ては戟時中.所謂夏山浩材が行はれたとともあったけれども，現在は殆E行はれてゐ

ない.、三股に林業植民を設定するにあたっては，一年中の事業量をなるべく均等にじて，季節

によって仕事の中断すると~.のたいやうに， し怠けれほならない.

今，第五表にあげた事業成績より，夏季に行はれたものを見ると，若干の土木事業の外は

研伐事業の中。軌道搬出作業でるって， 2J年度18，.'322石， 21年度63，968行の施行量にすぎな
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い.即ち，伐木，活材，集材は殆ど冬季tz:行はれ，披出も約8割は冬季に行はれる.例へば20

年度は 18~杉， 21年度は22%が夏季に行はれたにすぎない.また，研伐事業金睦の持働者延人

童文の中，夏季に於て使用された持働量(軌道搬出に従事した者)は20年度は3.3%，21年度は

7.8%に過ぎない(第十表より算出).全く与季偏重である.

22年度， 23年度に於ては， 土木事業がかなり多く計査されてゐるから， 夏季の労働量は

相茸のものであらう.

然し，新規の土木事業といふものには一定の限度があるから，いつまでも永く結くものと

は考へられゑい.尤も道路，軌道などの保線作業は恒常的のものであるから，その延長が増加

するにつれて，作業量は殖えるでるらう.造林事業は，天然更新さへ良く行へば努働量は少く

て済むから，建林のためのまとまった量を期待出来ないであらう.そとで労働量を均等にする

には，研伐事業を一部夏期に廻すととが必要となってくる.特に祈伐事業中の宇ば以上を占め

る伐木， j孟材，集材作業の何割かは夏山浩材，として行ふ必要がある. とれと同時に搬出は出来

るだけ軌道に依るやうにする.軌道に依れない所は道路を整備してトラック運搬とする.その

他，哀の事業をなるべく多く L，夏冬の持働量を平均せLめなければならない.

5.組合の浬醤

イ 組合員の資格(入棟者の資格) 三股部落の主控をなすものは，言ふまでもなく営林

組合員であるが，組合外のものも亦部落構成員として存在するととは必然でるる. とれは醇関

係，通運開係，替林苦闘係，役場，警察，郵便局，物資配給所等の従業者を始め，放館，商庄，

飲食庖，娯紫機関等が考へられるが，組合員の資格を如何にすべきでるるか，即ち範闘を如何

に限定すべきかであるか，どいふととが問題となる.

第ーに三股に居住する者でるるとと.組合員即ち林業椛民者であるから，三股に居住して

ゐたければならないととは勿論である.即ち，現に居住するか，或は居住(入植)ぜんとする者

(具瞳的事貰によってをの意志を認め得る者)でるる.

第二に困有利、経営に直接関係を有する者であるとと. とれは営林組合設立，科業植民設定

の趣旨より明らかなととでるるが，固有料、経費に，直接閥係がるるかないかといふ限界を明確

にするととは困難で、ある.先にあげた，騨，通運闘係，官公苦に属ずる者及びそれに準やる者

はいづれも植民者でないから，とれは組合より除外すべきは勿論である. また，技能・，飲食底，

商底等は一躍除外するを;直営とする.大工，鍛冶屋等は一見し1園有林経骨と闘係なきものの

やうに考へられるのでるるが， とれらは寅際には密接なる関係を有するものでるり，組合員と

してむ資絡を有するものとする方が良い.
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第三には，三股!こ休業縞民を設定する意国及1s組合設立の趣旨を理解し， とれに協力する

者であるとと.とれは形式的には管林省と入械に闘する契約を結んだ者となるであらう.

入植契約については，別に研究する必要がある.

組合員の資格に関櫛して，加¥'盟及び耽:阜の問題がbる.管林組合の本質が協同組合にある

以上，加盟及てF脆:旦は自由である. {1I L，との場合，皆林署との植此契約の締結及びその解除

が降i牛となる. また，三股Jζ居住するととを止めた者，及び組合の行ふ事業に全く参興せざる

者は営然除名さるべきであらう.

院選した者の居住せし住宅はとれを組合が買上げ，きたに入る者K貸付，又は譲渡するとと

と与る. U¥資金は股涯のi擦に営部返却される

ロ 組合の機関 意志、機関，執行機関及び監査機関左設けるとと.通例の組合の例によ

るものとする.詳述するととを省略する.

ハ組合指導者と資金について 組合の運営に闘しては特に指場者の 1題と，組合事業

の運縛資金の問題が重要である.

替林組合は設立の首初に於て，大盟労働者のみから成る組合で‘あると考へて良いで、あらう.

さればさまに1II， 3.植民者圏睦の性絡に於でふれた如く，事業の運聾及び組合内の秩序維持に

大なる困難が疎想される. との困難の克服のためには，持働者の素質の向上を岡ると同時11:，

有能なる指導者を得るととが必要でるる.本組合設立の趣旨を良く理解し，本計輩進行に熱情

を有する見識ある人物が要求される.かくの如き人を得て，組合員を指導すると同時tc.，組合

事業の運営を統轄するならば，本jt査の貴行も必守しも困難ではないと信やる.

Eえに，替林組合は設立営時は，一般に貧しき経済主障の結合であると考へられるから，充

分なる資金を有っととは困難であり，大なる企業との競争に耐へるととはできない. との貼'fC.

閲しては営林局苦の~[l)Jtc期待する他はない.即ち，三股園有林経替のための事業については

替林組合に優先植を認めるととにより，他の企業との競争をさけるととが出来る. しかも猶，

行ふぺき組合の事業量より見て，相営なる資金を要するととは明白である. とのため皆林局苦

の積極的援助:z::上って，低利資金融通の詮を聞かねばならない.

また，組合事業はf始めから大規模。ものとせ十，組合の買力の充貫を民って漸きた事業を増

加して行くべきである.

=組合と.組合外との閥係 管林組合員が三股部落の主鵠となるととは，屡と述ぺて来

たととろであるが，部落民としては，組合員も組合外の者と平等の立場に立つぺきで，組合員

でるるが故の特丸怠どは，部落全植の立場から見て好ましいものではない.部落全髄としては
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組合員たると，組合員たらするとを区別せや，相協力融和Lて理想的fJ山付祉舎の浩岐に努力

ナペきでるる. また組合と他の国鰹， I.J)J''-ば騨，通話関係，その他の国障の間も，徒らに封立

するが如きととがミきゃう，特に留立する必要がある.組合を設立し各種の事業を行はんと

するにあたって，先づ問題となるととは，現在居る諸白業者との関係である.慎重なる取扱び

をしなければなろない.話員業者の如き制度な，佐々にして労働者を搾取するとと茜だしく，

一つの仕合問題でもるる. との制度は各在の事業経営者I'l:便利でdうるために庚く採用?されてゐ

るけれども， i.仕合政策 l:iIとして合理的なる存在ではない.労資の封立を克服し，搾取なき祉舎

を作らんとする本.n置の進行にあたって，請員業者のおlき存在は首?A排!手しなければ忽らたい.

本計書が完遂された暁Kは，勿論あらゆる間人{p業(園有林経営に闘して)が認められない♂で

あるが，遂可の途上κ於ては自ら問題とたらざるを得ない. とれに閥しては急激なる排斥は不

可でるり，、営林局者の営林組合え~{する積極的たる援助と，組合白身の買力の充質によって，

かかる業者の入り込む録地がないやうにするととが42ましい.

S.部落計量

現在，十勝三股貯木場附近には，さきに述バた如く若干の住宅を始め，諸種の施設がある.

とれは何等計重性なく，自然登生的に造成されたものさあって，郭然たる配刊をなしてゐる.

特に労働者住宅に至つては，柑詰極めて粗末であるばかりでたく，その位置の如きも，健康上，

生活上，良好の地賠とは認め難い.

ととに部落計霊と言ふのは，かくのJmき部落の外形的構成に封して計童性をと的輿L，優れ

た文化拘山村部落を構成せんとするものである.即ち，かの都市計董にならって，(1住宅地区，

文敷地買，官公街(事務所)地声，商庖街， I!}:柴地j瓦工場地区等をJ!liJ定し，とれを油営に配置

して，健全にして且つ美しい，位み良い部:落たらしめんとするのcaうる.

部溶計賓の樹 11.にあたって，第一κ考慮すべきととは，部落民(大部分は植民者)の生活で

ある.部落氏が健康にして，且柴 Lい生活をなしうるやうに， また山の:奥で、あるに、もかかはら

す古，物質'1守にも，精神的にも，めぐまれた豊かなる生活をな[得るやうに，考慮するととが大

切でるる.そのために住宅に闘しては，特定意を用ゐたければならない.家躍は一家闘史の事

であり，一日の疲れを癒し，明日への精力を養ふ所でるるから，住宅医の選定及び住宅の構造

(特に耐寒設備)等は極めて重要な間l珪でるる.

ま?と，事校，病 t九紳泣，寺;見及び劇場，運動場等の教義jう至娯柴機調などを完備するこ

とは，部官民をことに永住せLめるためにも，快くべからざる施設である.水道，電気等の設

備を設けるととも必要とならう.その他部落に於て必要でibT，また必然的tc生歩るであらう
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ι思はれる施設の主たるものとしては，癖腐係，通運関係，郵便局，営林署事務所関係，替林

組合事務所，村役場出張明等を始め，放館， li当時，飲食屈，床屋，浴場等がるげられる.とれ

らの施設を一定の計輩の下に秩序づ、けて醍列し，美しい部落たら Lめようとするのが，との部

落計董のねらひである.

今，筆者は三股町三木場付近の欣況により，附聞に示す如く各地匿を般に決定した. とれば

現在の施設を参考と L，且つ，それにとらはれや部落民(入板者)の生活といふととを考躍して

定めたものでるる. との計書を貫施するに首つては土地の質測を行ひ，更に詳細左る設計を立

てる必要のあるごとは言ふまでもない， (悶悶ば印刷の都合上省略す)

IV. 本計壷の意義

結論として，本計重の意義，即ち重要性について述べて見たいといふ詩は替林局者から

見ると，斯やうな手数のかかる林業植民を計董L，貫行しなければならお必要がどとに遅うるか，

との疑問が賞然起ると思ふから，との黙を一躍:解萌したければならぬ.

本棟民計重の重要性は，岡有料経皆上に於げる意義と，吐曾政第上に於ける意義とo二方

j 両から観察したければならぬ.

1. 園有林粧醤より見たる意義

既1<:，本計輩の意闘の項に於て越ぺたやうtz:，森林11:封ずる筆者の理想、は，林人一躍の経

営であるが，本計董が京全に遂行せられるならば，園有林もまた，かかる形態K於て経皆せら

れるから，愛に最も集約的な，そして最も合理的な経替が行はれるとととならう.
話ー-

而して，固有林経替上にもたらされる有利な鼎liは多々あるが，極く大綱的なものを列悲し

て見ると戎の如くでるる.

イ 優秀なる技術を有する従業者を常時確保し，事業の担率をと高め得るとと， ~ザi民者は出

稼努働者と異って，図有林内に定住する林業民でるる.常に替林局の指導の下に，林業技術に

習熟するばかりでなく，通話Jでモの進歩向上を困るとと勿論iである.また，林内の地理，地形，

械生，その他一般事項を知悉するから，彼等を事業に使役する巳は多くを設く必要はなく，一

言にして事是りるでるらう.技術が優れてゐる上に仕事にも慣れてたるから，準備や計震に手

抜かりがなく，事業の能率が高まるととは言ふまでもな戸、.

ロ 森林保護の定壁を期 L得るとと.杭民者は固有林に依存し，岡千J林とその休戚を共に

するものである.従って閣有材、を愛し，岡千{林の良くなQととを願ふCOf土人情さある， ~;1-内通

行中，木が倒れて居れば但して行くでるらう.蓮がまき付いて居れば切ってやるでるらう.道
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a 路や橋梁のtl、修繕くらゐは，命ぜられなくても気の付いた者が直すで色ちう.山火事の起らぬ

ゃう火気に注意するととも営然でるる.すべて自分のものとして愛護し，あらゆる災害の防止

に努めるでるらう.本計霊は車に林業に従事する者を移植するといふだけでなく，震に森林を

，愛する人を固定せんとするものでるる伊

ハ 管理費を節約L得るとと.閤有林粧替に必要な勢働者は，二植民者によって硲保されて

ゐるし，しかも之等の者は事業に慣熟L，優秀た技術を有L，林内一般の事情に通巳てゐるか

ら，替林署営局は年々事業計重を立て，その寅行を皆林組合に命す写れば宜いのである. そして

計壷通り，また指示し?と通りに事業が寅行せられてゐるか，否かを常に監督してゐれば十分で

ある.それ故に替林署の7事務は極めて簡易化され，極く少数の署員で足ることになる.管理費

が著しく節約される事は明白でるらう.

- 集約なる利用をなし得るとと.営林組合は車に闘有林の経営に伴ふ事業を行ふぽか勿

でなく，各替の木材加工，副産物の採取・利用等の事業を行ふものであるから，森林の利用を

集約化し得るととは勿論である. とれらの事は閤有林内に植民部落を作るととによって，苗め

てなし得るととでるる.

以上 4項目を拳げたが，之は要するに，森林を良好なる欣態に導きつι利用を集約化す

るのであって，結局は園有林の牧益を増加する結果と主主るのである.

2. 世曹政策より見たる意義

イ 疋しき剥:舎の建設として 本植民計重の意監は，農業経費の出来ないやうな員長に純

山村を作って，森林経費に寄輿Lたいといふに遅うる.従来， ;f~業に従事する者を見るに，全く

の山間僻地に起乱して， i止の文化とは凡そ縁遠い生活をして来たのであるが，林業民だけが，

かかる惨めな生活に甘んじなければならぬ理由もなく.またそんな生活を強いてゐ?とのでは，

今後，林業の護逮は望めまい. ~ん友山の中でも立・祇な文化的生活が出来，柴しんで林業にー

生を委ねる乙とが出来て，甫めて他産業と屑をならべるととが出来るのでるる.林業労働者が

hつまでたっても賃労働者で格t，自分ばかりでなく，子供までも氏張り同じととを繰り返へ

さねばなら狗ゃうた枇舎の仕組は，決して入閣を幸瓶に導くものではない.

健康にして文化的た生活を行ふととが出来， そして自己に趨した勤持が興へられ，勤努の

封慣が疋営に停られるやうな世舎を作るととがお本計量・の大きた狙ひでるる.

ロ 人口疎開の一環として 第二の意義は人口政策上の見解で6るが，本計霊の塚治は

人口疎開の意味に於て重事性がある.杢問民をとの狭い閣内に牧容Lなければならぬとすれば，

都市，農村のみを封象とせ歩，出来得れば森林地帯にもl/Y，容するととが必要であらう.従来の



(77 ) 

やうな林業民の森林生活では，龍一れも林内に植民する者のないのは営然である.人たるに値す

る生活の出来るやうな山村を建設して，林内に閏民をi炊容するととは無意義で、はあるをい.

ハ北海道開襲。一翼として 第三に北海道開護上の意義をるげる.北海道の闘有林は

極めて港大でるって，未開設の部分も少くない.また，農村からかけ離れた奥地の山林も甚だ

多い質情である.之が開護利用には林業植民を行ふ必要がある.而かも林業績民を行ふに遁賞

した所は決して少くないのである.従来のやうに農業をとり入れた林内柄民は，結局林業から

言へば失敗である.農業経営の出来る所ーでは始めから農業績民を行ふ方が良い.また無計壷に

岡有林内に人を入れ，自然護生的の部落を作。たのでは，林業民は決して幸頑友生活はなし得

ないととは貰例の示す通りである. ととに於て計霊的な山村建設をなし，1Eしい批舎を質現す

るととを必要とするのである.


